
新入職員の紹介

令和5年8月から更新される書類のお知らせ

・「介護保険負担割合証」
・「介護保険負担限度額認定証」※
・「後期高齢者医療被保険者証」
・「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
・「重度心身障がい者医療費受給者証」

各市町村より送付されます。当施設へ直接送付される証書
についてはお預かりさせて頂きますが、ご家族様のお手元
に届きましたら、当施設までお持ち頂くか、郵送をお願い
致します。

※介護保険負担限度額認
定証は、施設で代行申請
されました分はそのまま
お預かりいたします。
ご家族様ご自身で手続き
をされました方々におか
れましては、新たな負担
限度額認定証を、当施設
までお持ちいただきます
ようお願いいたします。
（郵送可）。

7月26日
皆さんで
かき氷です

宮越幹子
ケアワーカー

居酒屋営業中


